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公布された条例のあらまし

◇鳥取県税条例の一部を改正する条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

(１) 平成19年３月に鳥取県税条例が改正され、身体障害者等が運転する自動車及び身体障害者等の生計同一

者等が身体障害者等のために運転する自動車に係る自動車税については、平成20年度分から課税免除の対象

から除外し、減免の対象とすることとしていた。

(２) (１)の改正について関係者の周知期間を十分に取る必要があること及び既に自動車税の課税免除を受け

ている者が買い換え等制度改正に対応するために必要な準備期間を確保する必要があること等にかんがみ、

(１)の適用を延期する。

２ 条例の概要

(１) 身体障害者等が運転する自動車及び身体障害者等の生計同一者等が身体障害者等のために運転する自動

車に係る自動車税については、平成22年度分まで課税免除の対象とし、平成23年度分からは減免の対象とす

る。

(２) その他所要の規定の整備を行う。

(３) 施行期日は、公布日とする。
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条 例

鳥取県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成19年10月16日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第76号

鳥取県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

第１条 鳥取県税条例の一部を改正する条例（平成19年鳥取県条例第44号）の一部を次のように改正する。

第２条中鳥取県税条例第137条の改正規定及び同条の次に２条を加える改正規定を次のように改める。

改 正 後 改 正 前

（自動車税の課税免除） （自動車税の課税免除）

第137条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対 第137条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対

しては、自動車税（第４号から第９号まで及び第12 しては、自動車税（第９号に規定する自動車にあっ

号に規定する自動車にあっては、平成20年度から平 ては、平成13年度以後の年度分の自動車税に限

成22年度までのうち該当する年度分の自動車税に限 る。）を課さない。ただし、第４号から第14号まで

る。）を課さない。ただし、第４号から第12号まで に規定する自動車にあっては、知事の承認を受けた

に規定する自動車にあっては、知事の承認を受けた ものに限る。

ものに限る。

(１) 道路運送車両法第４条の規定による登録を受 (１) 商品であって使用しない自動車

けていない自動車

(２) 地方公共団体及び日本赤十字社以外の者が所 (２) 地方公共団体及び日本赤十字社以外の者が消

有する自動車で消防業務又は救急業務のために専 防業務又は救急業務のために専用する自動車

用するもの

(３) 公的医療機関で地方公共団体及び日本赤十字 (３) 公的医療機関で地方公共団体及び日本赤十字

社以外の者が開設する病院又は診療所が所有する 社以外の者が開設する病院又は診療所がへき地巡

自動車でへき地巡回診療のために専用するもの 回診療のために専用する自動車

(４) 私立学校法（昭和24年法律第270号）第２条

第３項に規定する私立学校又は学校教育法（昭和

22年法律第26号）第83条第１項に規定する各種学

校において専ら生徒の教育練習の用に供する自動

車

(４) 略 (５) 略

(５) 略 (６) 略

(６) 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条第 (７) 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条第

２項に規定する第一種社会福祉事業を営む社会福 ２項に規定する第一種社会福祉事業を営む社会福

祉法人が所有する自動車で専ら入所者の通園若し 祉法人が専ら入所者の通園若しくは通学又は入所

くは通学又は入所者の医療機関への通院の用に供 者の医療機関への通院の用に供する自動車

するもの

(７) 障害者自立支援法（平成17年法律第123号） (８) 障害者自立支援法（平成17年法律第123号）



- 4 -

第５条第１項に規定する障害福祉サービス（同条 第５条第１項に規定する障害福祉サービス（同条

第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定す 第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定す

る就労移行支援及び同条第15項に規定する就労継 る就労移行支援及び同条第15項に規定する就労継

続支援に限る。）を行う法人又は同法第77条第１ 続支援に限る。以下「特定障害福祉サービス」と

項第４号に規定する事業において同法第５条第21 いう。 ）又は同法第77条第１項第４号に規定す

項に規定する地域活動支援センターを経営する法 る事業（同法第５条第21項に規定する地域活動支

人が所有する自動車で専ら原材料の搬入又は成果 援センターに係る事業に限る。以下「特定地域生

品の搬出の用に供するもの 活支援事業」という。）において専ら原材料の搬

入又は成果品の搬出の用に供する自動車

(８) 次に掲げる事業を営む社会福祉法人及び特定 (９) 次に掲げる事業を営む社会福祉法人及び特定

非営利活動法人が所有する自動車で専らその事業 非営利活動法人が専らその事業の用に供する自動

の用に供するもの（通所者又は入所者の送迎の用 車（通所者又は入所者の送迎の用に供するものに

に供するものに限る。） 限る。）

ア～カ 略 ア～カ 略

(９) 鳥取県小規模作業所運営事業助成条例（平成 (10) 鳥取県小規模作業所運営事業等助成条例（平

12年鳥取県条例第11号）第２条第２項に規定する 成12年鳥取県条例第11号）第２条第２項に規定す

小規模作業所を営む個人又は法人が所有する自動 る小規模作業所において専ら原材料の搬入又は成

車で当該小規模作業所において専ら原材料の搬入 果品の搬出の用に供する自動車

又は成果品の搬出の用に供するもの

(10) 社団法人全国保健センター連合会が所有し、 (11) 母子保健法（昭和40年法律第141号）第22条

母子保健法（昭和40年法律第141号）第22条第２ 第２項に規定する母子健康センターが専ら母性並

項に規定する母子健康センターが使用する自動車 びに乳児及び幼児の保健指導の用に供する自動車

で専ら母性並びに乳児及び幼児の保健指導の用に

供するもの

(12) 財団法人鳥取県保健事業団及び財団法人中国

労働衛生協会が専ら検診及び巡回診療の用に供す

る自動車（レントゲンその他の検診及び巡回診療

の用に供するための特殊装置を備えたものに限

る。）

(11) 財団法人鳥取県交通安全協会が所有する自動 (13) 財団法人鳥取県交通安全協会が専ら交通安全

車で専ら交通安全の指導及び普及宣伝の用に供す の指導及び普及宣伝の用に供する自動車

るもの

(12) 地方バス路線維持のために政府が交付する路 (14) 地方バス路線維持のために政府が交付する路

線維持費に係る補助金を受けて一般乗合旅客自動 線維持費に係る補助金を受けて一般乗合旅客自動

車運送事業を経営する者が所有する一般乗合用の 車運送事業を経営する者が、地域住民の生活に必

バスのうち規則で定める基準を満たすもので地域 要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が

住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等によ 困難になっているものの運行の用に供する一般乗

り運行の維持が困難になっているものの運行の用 合用のバスのうち知事が別に定める基準を満たす

に供するもの もの

（自動車税の減免）

第137条の２ 知事は、第８条第１項の表の自動車税

の項の右欄に掲げる場合のほか、次の各号のいずれ

かに該当する場合には、規則で定めるところにより、

自動車税（第３号に掲げる場合にあっては、平成20
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年度から平成22年度までのうち該当する年度分の自

動車税に限る。）を減免することができる。

(１) 古物営業法（昭和24年法律第108号）第３条

第１項の規定による許可を受け、古物営業法施行

規則（平成７年国家公安委員会規則第10号）第２

条第４号に規定する自動車を取り扱う者で規則で

定める要件を備えたものが、賦課期日において、

道路運送車両法第４条の規定による登録を受けて

いる自動車で商品中古自動車であることが財団法

人日本自動車査定協会鳥取県支所において証明さ

れているものを商品として所有し、及び展示する

場合

(２) 私立学校法（昭和24年法律第270号）第２条

第３項に規定する私立学校又は学校教育法（昭和

22年法律第26号）第83条第１項に規定する各種学

校が、その所有する自動車を専ら生徒の教育練習

の用に供する場合

(３) 財団法人鳥取県保健事業団（以下この号にお

いて「保健事業団」という。）又は財団法人中国

労働衛生協会が、その所有する自動車（レントゲ

ンその他の検診及び巡回診療の用に供するための

特殊装置を備えたものに限る。以下この号におい

て同じ。）を専ら検診及び巡回診療の用に供する

場合（保健事業団が、財団法人結核予防会が所有

する自動車を専ら検診及び巡回診療の用に供する

場合を含む。）

（自動車税の減免額）

第137条の３ 前条の規定により減免する額は、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。ただし、第２号及び第３号に掲げる場合で、賦

課期日（賦課期日後に納税義務が発生した場合は、

当該発生した日）後に減免の要件に該当し、又は規

則で定める申請期限後に減免の申請があった場合

（当該提出期限の属する年度の２月末日までに申請

があった場合に限る。）は、申請のあった月の翌月

から減免の要件に該当していた期間に応じ、規則で

定める計算方法に従って計算した額とする。

(１) 前条第１号に該当するもの 第138条第１項

に規定する税率の12分の３に相当する額（賦課期

日以後５月31日以前において、法第150条第２項

の規定により月割をもって課税する場合は、当該

月割額）

(２) 前条第２号に該当するもの 同号に規定する

自動車と、乗用車にあっては総排気量等が、トラ
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ックにあっては最大積載量等が、バスにあっては

乗車定員が同一である第138条第１項の表(１)ア、

(２)ア又は(３)ア(イ)に掲げる営業用の自動車に

対して課すべきその年度分の自動車税の税額に相

当する額を、当該年度分の自動車税の税額から控

除して得た額

(３) 前条第３号に該当するもの 納付すべき自動

車税の税額の２分の１に相当する額

第２条の次に次の１条を加える。

第３条 鳥取県税条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下この条において「移動項等」とい

う。）に対応する同表の改正後の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下この条において「移

動後項等」という。）が存在する場合には、当該移動項等を当該移動後項等とし、移動項等に対応する移動

後項等が存在しない場合には、当該移動項等（以下この条において「削除項等」という。）を削り、移動後

項等に対応する移動項等が存在しない場合には、当該移動後項等（以下この条において「追加項等」とい

う。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除項等を除く。以下この条において「改正部

分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加項等を除く。以下こ

の条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正

部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が

存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（自動車税の課税免除） （自動車税の課税免除）

第137条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対 第137条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対

しては、自動車税を課さない。ただし、第４号及び しては、自動車税（第４号から第９号まで及び第12

第５号に規定する自動車にあっては、知事の承認を 号に規定する自動車にあっては、平成20年度から平

受けたものに限る。 成22年度までのうち該当する年度分の自動車税に限

る。）を課さない。ただし、第４号から第12号まで

に規定する自動車にあっては、知事の承認を受けた

ものに限る。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 身体に障害を有し歩行が困難な者若しくは精

神に障害を有し歩行が困難な者（以下この条にお

いて「身体障害者等」という。）又は身体障害者

等と生計を一にする者が所有する自動車で次に掲

げるもの（１台に限る。）

ア 当該身体障害者等が運転する自動車（当該身

体障害者等が所有するものに限る。）

イ 当該身体障害者等のためにその者と生計を一

にする者が運転する自動車

ウ 当該身体障害者等（身体障害者等のみ又は身

体障害者等及び18歳未満の者のみで構成される

平成19年10月16日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第152号
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平成19年10月16日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第152号

世帯の身体障害者等に限る。）のためにその者

を常時介護する者が運転する自動車

(５) 構造上身体障害者等の利用に専ら供するため

のものと認められる自動車

(６) 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条第

２項に規定する第一種社会福祉事業を営む社会福

祉法人が所有する自動車で専ら入所者の通園若し

くは通学又は入所者の医療機関への通院の用に供

するもの

(７) 障害者自立支援法（平成17年法律第123号）

第５条第１項に規定する障害福祉サービス（同条

第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定す

る就労移行支援及び同条第15項に規定する就労継

続支援に限る。）を行う法人又は同法第77条第１

項第４号に規定する事業において同法第５条第21

項に規定する地域活動支援センターを経営する法

人が所有する自動車で専ら原材料の搬入又は成果

品の搬出の用に供するもの

(８) 次に掲げる事業を営む社会福祉法人及び特定

非営利活動法人が所有する自動車で専らその事業

の用に供するもの（通所者又は入所者の送迎の用

に供するものに限る。）

ア 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第５条

の２第３項に規定する老人デイサービス事業

イ 老人福祉法第５条の２第４項に規定する老人

短期入所事業

ウ 障害者自立支援法第５条第６項に規定する生

活介護に係る事業

エ 障害者自立支援法第５条第７項に規定する児

童デイサービスに係る事業

オ 障害者自立支援法第５条第８項に規定する短

期入所に係る事業

カ 障害者自立支援法第５条第13項に規定する自

立訓練に係る事業

(９) 鳥取県小規模作業所運営事業助成条例（平成

12年鳥取県条例第11号）第２条第２項に規定する

小規模作業所を営む個人又は法人が所有する自動

車で当該小規模作業所において専ら原材料の搬入

又は成果品の搬出の用に供するもの

(４) 略 (10) 略

(５) 略 (11) 略

(12) 地方バス路線維持のために政府が交付する路

線維持費に係る補助金を受けて一般乗合旅客自動

車運送事業を経営する者が所有する一般乗合用の

バスのうち規則で定める基準を満たすもので地域
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住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等によ

り運行の維持が困難になっているものの運行の用

に供するもの

（自動車税の減免） （自動車税の減免）

第137条の２ 知事は、第８条第１項の表の自動車税 第137条の２ 知事は、第８条第１項の表の自動車税

の項の右欄に掲げる場合のほか、次の各号のいずれ の項の右欄に掲げる場合のほか、次の各号のいずれ

かに該当する場合には、規則で定めるところによ かに該当する場合には、規則で定めるところによ

り、自動車税を減免することができる。ただし、第 り、自動車税（第３号に掲げる場合にあっては、平

１号の場合において、既に同号に該当することによ 成20年度から平成22年度までのうち該当する年度分

り自動車税の減免を受けた者に対しては、当該減免 の自動車税に限る。）を減免することができる。

の対象となった自動車税に係る賦課期日の属する年

度において１回に限り、当該減免の対象となった自

動車に代わる自動車の所有に係る自動車税を減免す

ることができる。

(１) 身体に障害を有し歩行が困難な者若しくは精

神に障害を有し歩行が困難な者（以下この条及び

次条において「身体障害者等」という。）又は身

体障害者等と生計を一にする者が次のいずれかの

自動車（１台に限る。）を所有する場合

ア 当該身体障害者等が運転する自動車（当該身

体障害者等が所有するものに限る。）

イ 当該身体障害者等の通院、通所、通学又は生

業のためにその者と生計を一にする者が運転す

る自動車

ウ 当該身体障害者等（身体障害者等のみ又は身

体障害者等及び18歳未満の者のみで構成される

世帯の身体障害者等に限る。）の通院、通所、

通学又は生業のためにその者を常時介護する者

が運転する自動車

(２) 略 (１) 略

(３) 略 (２) 略

(３) 財団法人鳥取県保健事業団（以下この号にお

いて「保健事業団」という。）又は財団法人中国

労働衛生協会が、その所有する自動車（レントゲ

ンその他の検診及び巡回診療の用に供するための

特殊装置を備えたものに限る。以下この号におい

て同じ。）を専ら検診及び巡回診療の用に供する

場合（保健事業団が、財団法人結核予防会が所有

する自動車を専ら検診及び巡回診療の用に供する

場合を含む。）

２ 知事は、前項ただし書に規定する減免の対象とな

った自動車に代わる自動車の所有が災害、盗難等に

より故障し、損壊し、又は滅失した自動車に代わる

自動車の所有である場合には、同項ただし書の規定
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にかかわらず、同項本文の規定により自動車税を減

免することができる。

（自動車税の減免額） （自動車税の減免額）

第137条の３ 前条の規定により減免する額は、次の 第137条の３ 前条の規定により減免する額は、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とす 各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。ただし、第１号、第２号及び第４号に掲げる場 る。ただし、第２号及び第３号に掲げる場合で、賦

合で、賦課期日（賦課期日後に納税義務が発生した 課期日（賦課期日後に納税義務が発生した場合は、

場合は、当該発生した日）後に減免の要件に該当 当該発生した日）後に減免の要件に該当し、又は規

し、又は規則で定める申請期限後に減免の申請があ 則で定める申請期限後に減免の申請があった場合

った場合（当該提出期限の属する年度の２月末日ま （当該提出期限の属する年度の２月末日までに申請

でに申請があった場合に限る。）は、申請のあった があった場合に限る。）は、申請のあった月の翌月

月の翌月から減免の要件に該当していた期間に応 から減免の要件に該当していた期間に応じ、規則で

じ、規則で定める計算方法に従って計算した額とす 定める計算方法に従って計算した額とする。

る。

(１) 前条第１号アに該当するもの 納付すべき自

動車税の税額の全額又は45,000円（賦課期日後に

納税義務が発生した場合にあっては当該発生した

月の翌月から、賦課期日後に納税義務が消滅した

場合にあっては当該消滅した月までの期間に応

じ、規則で定める計算方法に従って計算した額）

のいずれか低い額

(２) 前条第１号イ又はウに該当するもの 次に掲

げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 身体障害者等の通院、通所若しくは通学のた

めに運転する回数が１週間に３回以上である場

合又は身体障害者等の生業のために運転する場

合 前号に定める額

イ 身体障害者等の通院、通所又は通学のために

運転する回数が１週間に１回又は２回である場

合 納付すべき自動車税の税額の全額又は

23,000円（賦課期日後に納税義務が発生した場

合にあっては当該発生した月の翌月から、賦課

期日後に納税義務が消滅した場合にあっては当

該消滅した月までの期間に応じ、規則で定める

計算方法に従って計算した額）のいずれか低い

額

(３) 前条第２号に該当するもの 第138条第１項 (１) 前条第１号に該当するもの 第138条第１項

に規定する税率の12分の３に相当する額（賦課期 に規定する税率の12分の３に相当する額（賦課期

日以後５月31日以前において、法第150条第２項 日以後５月31日以前において、法第150条第２項

の規定により月割をもって課税する場合は、当該 の規定により月割をもって課税する場合は、当該

月割額） 月割額）

(４) 前条第３号に該当するもの 同号に規定する (２) 前条第２号に該当するもの 同号に規定する

自動車と、乗用車にあっては総排気量等が、トラ 自動車と、乗用車にあっては総排気量等が、トラ

ックにあっては最大積載量等が、バスにあっては ックにあっては最大積載量等が、バスにあっては
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乗車定員が同一である第138条第１項の表(１)ア、 乗車定員が同一である第138条第１項の表(１)ア、

(２)ア又は(３)ア(イ)に掲げる営業用の自動車に (２)ア又は(３)ア(イ)に掲げる営業用の自動車に

対して課すべきその年度分の自動車税の税額に相 対して課すべきその年度分の自動車税の税額に相

当する額を、当該年度分の自動車税の税額から控 当する額を、当該年度分の自動車税の税額から控

除して得た額 除して得た額

(３) 前条第３号に該当するもの 納付すべき自動

車税の税額の２分の１に相当する額

第２条 鳥取県税条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号（以下この条において「移動条等」とい

う。）に対応する同表の改正後の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号（以下この条において「移動

後条等」という。）が存在する場合には、当該移動条等を当該移動後条等とし、移動後条等に対応する移動条

等が存在しない場合には、当該移動後条等を加える。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

（施行期日） （施行期日）

第１条 この条例は、平成19年４月１日から施行す 第１条 この条例は、平成19年４月１日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当 る。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当

該各号に定める日から施行する。 該各号に定める日から施行する。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 第３条の規定及び附則第４条の２の規定 平

成23年４月１日

(４) 略 (３) 略

(５) 略 (４) 略

(６) 略 (５) 略

（県民税に関する経過措置） （県民税に関する経過措置）

第２条 略 第２条 略

（事業税に関する経過措置） （事業税に関する経過措置）

第３条 略 第３条 略

（自動車税に関する経過措置） （自動車税に関する経過措置）

第４条 略 第４条 略

第４条の２ 第３条の規定による改正後の鳥取県税条

例の規定中自動車税に関する部分は、平成23年４月

１日以後に所有する自動車に対して課すべき自動車

税について適用し、同日前に所有する自動車に対し

て課する自動車税については、なお従前の例による。

（自動車取得税に関する経過措置） （自動車取得税に関する経過措置）

第５条 略 第５条 略

（狩猟税に関する経過措置） （狩猟税に関する経過措置）

第６条 略 第６条 略

（信託法の制定に伴う県民税、事業税及び地方消費税 （信託法の制定に伴う県民税、事業税及び地方消費税

に関する経過措置） に関する経過措置）



- 11 -

平成19年10月16日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第152号

第７条 略 第７条 略

（この条例の失効） （この条例の失効）

第８条 略 第８条 略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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